
                                　　仕 様 書

１ 件  名   令和８年度レンタカーの賃貸借

２ 契約期間   令和８年４月１日～令和９年３月 31日

３ 履行場所     北海道内(離島を除く)

４ 概  要   北海道農政事務所の職員が使用するレンタカーの賃貸業務

５ 借上げ車両及び予定数量規格等        

車  種
予定数量

(延べ台数)

① 小型乗用車（コンパクト）（1,000cc～1,499ccクラス）

参考車種（ノート、ヤリス、フィット、スイフト等）
83台

② 小型乗用車（セダン、ステーションワゴン等）（1,500cc

～2,000ccクラス）

参考車種（エクストレイル、カローラアクシオ、フリード

等） 44台

③ 小型乗用ワンボックスワゴン（７人乗り以上）

参考車種（セレナ、ノア、ステップワゴン等）

87台

④ 普通乗用ワンボックスワゴン（７人又は８人乗り）

参考車種（エルグランド、アルファード、ヴェルファイア

等）
17台

⑤ 普通乗用ワンボックスワゴン（10 人乗り）

参考車種（キャラバンワゴン、ハイエースグランドキャビ

ン等）
１台

オプション

 乗り捨て料 (ブロック)

       函館

       札幌

       千歳

       旭川

       帯広

       女満別(北見)

       釧路

       中標津

各ブロック間

各１回

(28回)

※１台の車を２日連続して使用する場合は２台として計上している。

※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。



【共通仕様】 

（１） 貸し渡し場所の条件  

北海道内とし、以下に示す主要駅及び主要空港近郊に貸し渡し場所を有すること。 

ア 主要駅（札幌、函館、新函館北斗、旭川、北見、釧路、帯広） 

イ 主要空港（新千歳、函館、旭川、女満別、中標津、釧路、帯広） 

ウ 上記ア及びイ以外の駅及び空港近郊以外にも幅広く貸し渡し場所を有すること。 

（２） 車両 

ア ２ＷＤ車の貸与を基本とするが、令和８年 11月１日から令和９年３月 31日までは４ＷＤ車を貸与

すること。ただし、上記期間以外でも、天候によっては４ＷＤ車を貸与すること。 

イ レギュラーガソリンを燃料とするハイブリッド車種（上記５⑤を除く）かつオートマチック車限定免 

許で運転できる車種であること。 

【装備品】 

（１）  ナビゲーションシステム及びＥＴＣ車載器並びに非常用工具等を装備すること。 

（２）  令和８年 11月１日から令和９年３月 31日までは、スタッドレスタイヤを装備すること。（スタッドレス

タイヤの装備時期が令和８年 11月１日以前でも構わない。） 

（３） 先進安全自動車（ASV）（前方障害物衝突被害軽減制動制御装置を搭載した車両）を貸し渡すよう

努めること。 

（４） 装備品については、契約単価に含めること。 

 

６ 予約手続き 

（１） 発注者は、車両を借入れようとする場合、使用者、数量、期間その他必要な事項を記載したレンタ 

カー予約申込書を作成し、原則として借入れの３営業日前までにこれを受注者に交付して借入れを

依頼するものとする。                  

（２） 受注者は、（1）に定めるレンタカー予約申込書の交付を受けた場合は、当該レンタカー予約申込   

書に従い、車両を貸出しするものとする。なお、受注者において、申込を受けた車両を確保できない

場合は、同等以上の車両を貸し出す等必要な措置を講じること。 

当該対応ができない場合は、その旨を速やかに発注者へ連絡すること。 

（３） 予約手続きは、北海道農政事務所会計課が行う。 

（４） 北海道農政事務所会計課の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 貸し渡し 

    借上げ車の貸し渡しは、以下のとおりとする。 

（１）  受注者は、発注者の依頼に基づき、車両の燃料を補給し、発注者が上記６（１）に定めるレンタカ

ー予約申込書で指定した日時に貸し渡し場所において当所職員（以下「利用職員」という。）へ貸

与すること。 

（２）  発注者は、貸し渡し日時等に変更が生じた場合は、速やかに受注者に連絡するものとする。な

お、連絡を受けた受注者は、貸し渡し日時等の変更に可能な限り対応すること。 

（３） （１）によりがたい場合、指示する場所へ配車を依頼する場合がある。その場合、費用については、

甲乙が協議の上、契約時に別途決定した料金を請求できるものとする。 

 

８ 返却 

   借上げ車の返却は、以下のとおりとする。 

期間 令和８年４月１日～５月６日 令和８年５月７日～令和９年３月 31日 

所在地 北海道札幌市中央区南 22条西６丁

目 2番 22号 エムズ南 22条ビル第

2ビル 

北海道札幌市中央区北 2条西 19丁目８ 

札幌第４合同庁舎 



（１） 利用職員は、用務終了後、上記６（１）に定めるレンタカー予約申込書で指定した日時に返却場

所まで車両を返却する。 

（２） 利用職員は、返却日時等に変更が生じた場合は、速やかに受注者に連絡するものとする。 

   なお、連絡を受けた受注者は、返却予定日時等の変更に可能な限り対応すること。 

（３） 利用職員は、原則として自ら燃料を補給して車両を返却するものとする。  

ただし、利用職員が燃料の補給を行わずに車両を返却した場合には、受注者は、受注者が契約

するガソリンスタンド等で給油し、発注者に請求できるものとする。 

なお、受注者は、燃料代を発注者へ請求する時は納品書等を発注者へ交付するものとする。 

（４） 受注者は、利用職員に対し利用明細書等を交付すること。 

 

 

９ 料金 

（１）  １日単位とし、暦日を１日として計算する。なお、ハイシーズン料金、夏季料金等の適用はないもの 

とする。 

（２）  受注者は、貸出した車両１か月分の数量を取りまとめ、翌月に請求するものとする。 

令和 9年 3月利用分については、同年 4月 10日までに請求するものとする。 

  

10 保険及び補償 

（１）  受注者は、次に示す内容以上の保険及び補償を付保した車両を貸出すものとし、使用中の事故 

については、その保険及び補償により、賠償等の責任を負うものとする。 

対人補償   １名につき 無制限 

対物補償   １事故につき 2,000万円まで（免責額０円） 

     車両補償   １事故につき 車両時価額  （免責額０円） 

人身損害又は搭乗者傷害補償 １名につき 3,000万円まで 

（２）  免責補償制度加入料金は契約単価に含むものとする。 

（３）  ノン・オペレーション・チャージは請求しないものとする。 

（４）  事故等により障害が発生した場合は、原則として（１）に定める保険及び補償判定により補填する。 

ただし、発注者が、当該事故等の内容及び原因から国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）を適す

べきと判断した場合は、この限りではない。 

 

11 自動車の保守 

（１） 受注者は、適切に整備された車両を貸出すものとする。 

（２） 発注者は、借入れた車両に不具合があったとき、又は整備不良箇所を発見したときは、その使用 

を中止し、受注者にその旨を申出るものとする。 

（３） 受注者は、（2）の申出を受けたときは、発注者の業務に支障が生じないよう直ちに代替車両を用 

意する等の措置を講ずるものとする。このとき、必要となる経費は全て受注者の負担とする。 

（４） 受注者は、車両の貸し渡しに当たり、発注者又はその他の者に対し損害を与えた場合は、その損 

害について賠償しなければならない。 

  

12 自動車の管理等 

（１） 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、車両を使用するものとする。 

（２） 車両に事故が発生した場合、次により事故処理を行い、その解決に当たるものとする。 

ア 発注者は、法令に定められた処置をするとともに受注者に事故報告を行い、受注者の指示に従 

うものとする。 

イ 事故後、発注者が代替の車両を必要とする旨を申出た場合、受注者は発注者に対し速やかに 

代替の車両を貸出すものとする。 

ウ 発注者は、事故に関し、第三者との間に受注者が不利益になる協定をしてはならないものとする。 

エ 事故に関する補償は、仕様書に定められた保険で対応するものとする。 

オ 発注者が車両を使用中、第三者との間に紛争が生じた場合、発注者の責においてその紛争を 



処理、解決に当たるものとするが、発注者が要請したとき、受注者は、その紛争の処理、解決に協

力するものとする。 

 

13 環境負荷低減のクロスコンプライアンス 

（１） 環境関係法令の遵守 

受注者は、役務の提供に当たり、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117

号）を遵守するものとする。 

（２） 環境関係法令の遵守以外の事項 

受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告

時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況

報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した／努めた」又は「左記非該当」の

どちらかにチェックを入れるとともに、ア～カの各項目について、一つ以上「実施した／努めた」に

チェックを入れること。 

 

14 その他 

（１） 組織再編等で、発注者の組織、名称及び住所等が変更になった場合においても本契約は継続す 

るものとする。 

（２） 仕様書に定めのない事項、疑義又は紛争を生じた場合は、協議の上これを解決するものとする。 

（３） 本仕様に基づく業務において、発注者が提供した業務上の情報は第三者に開示又は漏洩しない 

こと。また、そのために必要な措置を講じること。 

（４） 契約書に定めのない事項は、受注者の貸渡約款によるものとし、契約書及び受注者の貸渡約款 

の双方に同内容の事項がある場合には、契約書の定めを優先させるものとする。 

  

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保

存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォー

ムビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及

び管理並びに作業安全に努める。 

 



様式 

 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検

討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携

する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガ

スの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に

実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使

用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達す

ることに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用

状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、

空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械

の利用等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 



・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆

肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定

期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄など

に努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的

に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 
  



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に

関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

  



カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機

械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説

書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関

係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニ

ュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するよう

に努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、

定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、

安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 
 

 


